
 

１．件名：日本原子力研究開発機構原子力科学研究所高速炉臨界実験装置（ＦＣＡ）施設

における令和３年度定期事業者検査報告（開始時）についての面談 

 

２．日時：令和３年６月２１日 １３時３０分～１４時００分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

松本原子力専門検査官、千葉主任原子力専門検査官 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所臨界ホット試験技術部臨界技術第２課長 他４名 

安全・核セキュリティ総括部 技術主幹 

 

５．要旨 

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、原子

力科学研究所高速炉臨界実験装置（ＦＣＡ）施設（以下「ＦＣＡ」）の令和３年度定期

事業者検査報告（開始時）に関して、以下の報告があった。 

・廃棄物管理施設の令和３年度の定期事業者検査は、令和３年７月２１日から令和３

年９月３０日までの予定で実施する。 

・令和２年度の定期事業者検査結果を踏まえ、本年度に反映しなければならない項目

は特にない。 

・なお、ＦＣＡは現在、廃止措置計画の認可及び保安規定の変更について審査中であ

る。 

 

〇原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

・令和３年度の定期事業者検査計画については概ね了解した。 

・「別添４ ＦＣＡ原子炉施設 特別な施設管理実施計画 原子炉施設（ＦＣＡ）の特

別な設備保全整理表」において保全方式と点検頻度（項目）の記載に整合がとれて

いないものがある。この点は他の施設でも確認されており、原子力機構として対応

を早急に検討すること。 

・定期事業者検査報告（終了時）については、定期事業者検査終了後遅滞なく報告を

実施すること。 

 

〇原子力機構から、了承した旨回答があった。 

 

６．その他 

資料：原子力科学研究所のＦＣＡ（高速炉臨界実験装置）施設の定期事業者検査につ

いて 

 

以 上 


